
平成２６年２月５日開催教育委員会会議記録 
 

１ 開会・閉会等について 
日  時 平成 26 年 2 月 5 日（水） 午前 9時 00 分 

場  所 教育委員会室 

開  会 午前 9時 00 分 

閉  会 午前 10 時 17 分 

 
出席委員 
  委   員   長    横  井  利  男 
  委       員    雁  部  隆  治 
 委       員    阿  部  博  道 
 委       員    坂  根  慶  子 
 教   育   長    横  山  信  雄 

 
  
 説明のために出席した職員 
   教 育 委 員 会 事 務 局 次 長   小  暮  眞  人 
       
 
   庶 務 課 長      岩  佐  一  郎 
   学  務  課  長   齋  藤  好  正  

指  導  室  長   橋  爪  昭  男  
   生 涯 学 習 課 長   前  田  泰  伯 
   ス ポ ー ツ 振 興 課 長      中  山  賢  治 
   ひ き ふ ね 図 書 館 長      村  田  里  美 
 

 
 
２ 会議の概要 
○ 横井委員長 それでは教育委員会を始めたいと思います。本日の会議録署名人は雁部委員にお願い

いたします。 
（平成２５年１１月２０日、１２月４日、１２月２０日教育委員会会議録確認） 

 

議決事項第１ 

議案第２号「旧木下川小学校の一部用途廃止について」の案件を上程し、庶務課長が説明する。 

○ 横井委員長 ここは、資料館になっているのですか。 

佐 久 間    之 教育委員会事務局参事 
（すみ だ教育 研究所 長） 



○ 庶務課長 はい。木下川資料室になっています。移転する方向で調整しています。 
○ 阿部委員 残ったプールと運動場はそのまま使用するのですか。 
○ 庶務課長 プールとしては使用しません。防災用の水がめとして引き続き使用します。 
○ 横井委員長 議決事項第１議案第２号「旧木下川小学校の一部用途廃止について」原案どおり決定

することにしたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 
 
          （「異議なし」の声あり） 
○ 横井委員長 原案どおり決定いたします。 

 
議決事項第２ 

議案第３号「登録有形文化財の登録について」の案件を上程し、生涯学習課長が説明する。 

○ 坂根委員 この絵画は公開するのですか。 
○ 生涯学習課長 調整中ですが、公開する方向で検討していきたいと考えています。 
○ 坂根委員 東京国立博物館で開催中のクリーブランド美術館展に似たものがありました。国立博物

館まで行かなくても見ることが出来る機会を子どもたちに与えたいと思います。 
○ 生涯学習課長 その方向で考えていきたいと思っています。 
○ 雁部委員 弘福寺は、外にも文化財の登録があったのではないでしょうか。 
○ 文化財指導員 ３点ほど文化財になっています。 
○ 横井委員長 文化財を区民に広く知らせたいので、北斎美術館等で展示できたらいいと思います。 
○ 横井委員長 議決事項第２議案第３号「登録有形文化財の登録について」原案どおり登録すること

にしたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 
 
          （「異議なし」の声あり） 
○ 横井委員長 原案どおり登録いたします。 

 
議決事項第３ 

議案第４号「平成２５年度墨田区一般会計補正予算（第６号）案に関する意見の聴取について」の案

件を上程し、庶務課長が説明する。 

○ 阿部委員 この表の単位は何ですか？ 
○ 庶務課長 千円単位です。 
○ 阿部委員 当初の見込みと違うものは、ありますか。 
○ 庶務課長 教育費に関しては、特に新しいものはありません。 
○ 横井委員長 青少年問題協議会のある委員が「放課後子どもプラン」のことをおっしゃっていまし

たが、この補正に関係ありますか。 
○ 生涯学習課長 その委員のおっしゃっていることは、少し入っています。 
○ 横井委員長 議決事項第３議案第４号「平成２５年度墨田区一般会計補正予算（第６号）案に関す

る意見の聴取について」原案どおり決定することにしたいと思いますが、ご異議ございませんでし

ょうか。 
 



          （「異議なし」の声あり） 
○ 横井委員長 原案どおり決定いたします。 

 
議決事項第４ 

議案第５号「平成２６年度墨田区一般会計予算案に関する意見の聴取について」の案件を上程し、庶

務課長が説明する。 

○ 雁部委員 小学校と中学校の教育振興費とは、どういうものですか。 
○ 次長 就学援助の予算です。就学援助というのは、生活保護世帯あるいは生活保護世帯に準じた世

帯に学用品、給食費等を支給する事業です。 
○ 雁部委員 生涯学習センター費の増の理由は、何ですか。 
○ 生涯学習課長 平成２４年度末にプラネタリウムを廃館しています。その再利用のための工事費増

です。 
○ 坂根委員 プラネタリウムの再利用の設計と生涯学習センター建設時の設計者は同じ人ですか。 
○ 生涯学習課長 設計者は異なります。 
○ 坂根委員 席数はどれぐらいですか。 
○ 生涯学習課長 １５０名収容のホールになる予定です。 
○ 坂根委員 ホールの特徴は何ですか。 
○ 生涯学習課長 元々はプラネタリウムでしたので、階段状の座席になっています。小規模なコンサ

ート等が実施できると思います。 
○ 坂根委員 楽器も置けるのですか。 
○ 教育長 ３重奏、４重奏程度なら可能です。 
○ 雁部委員 他の施設と同様に、一般に貸し出しするのですか。 
○ 生涯学習課長 その予定です。 
○ 阿部委員 平成２６年度予算の特色は何ですか。また、教育債というのは建設費ですか。 
○ 庶務課長 ガラス飛散防止等の非構造部材の工事、緑幼稚園・吾嬬第二中学校の建設費、計画的に

進めているトイレの改修等が大部分を占めています。子どもの安全対策でアレルギー対策、いじめ

防止対策、不登校対策の強化、幼保小中の一環教育、学力向上施策の推進を拡充していくのが主な

内容になっています。また、スポーツ振興課としては陸上競技場や弓道場等の施設整備にからむ予

算が、２６年度予算になっています。起債については、大規模施設を建設する際に発行します。 
○ 阿部委員 どこが引き受けるのですか。銀行ですか。 
○ 教育長 国です。 
○ 横井委員長 議決事項第４議案第５号「平成２６年度墨田区一般会計予算案に関する意見の聴取に

ついて」原案どおり決定することにしたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 
 
          （「異議なし」の声あり） 
○ 横井委員長 原案どおり決定いたします。 
 
報告事項第１ 

「すみだ生涯学習センター本館の臨時休館について」、生涯学習課長が説明する。 



○ 横井委員長 報告承りました。 
 

報告事項第２ 

「両国屋内プール臨時休館日の延長について」、スポーツ振興課長が説明する。 

○ 横井委員長 報告承りました。 
 

報告事項第３ 

「平成２５年度墨田区立図書館・コミュニティ会館図書室の蔵書点検実施報告について」、ひきふね

図書館長が説明する。 

○ 坂根委員 不明図書の種類としての傾向は、何ですか。 
○ ひきふね図書館長 蔵書ごとの数値も出せますが、今回はシステム更新後のデータ確認が済んでい

ないため、掲載しませんでした。 
○ 坂根委員 「この雑誌は、カウンターでご覧ください」という図書とかは、不明図書対策のためで

すか。 
○ ひきふね図書館長 現在は、持ち出し防止ゲートを導入しましたので、そういう取り扱いは無くな

りました。不明図書は、一般書が多く、児童書は少ないようです。雑誌も多い方です。 
○ 雁部委員 完全なセキュリティーは難しいと思いますが、できるだけ万全にしていただきたいと思

います。 
○ 坂根委員 持ち出し防止ゲートの効果は出ているようですね。 
○ 阿部委員 不明図書に、未返却分は入っているのですか。 
○ ひきふね図書館長 除籍にしていないので、入っていません。 
 

報告事項第４ 

「インフルエンザの発生状況について」、学務課長が説明する。 

○ 横井委員長 報告承りました。 
 

その他 

○ 横井委員長 昨日、墨田区青少年問題協議会に出席しました。そこで、スマホ等がいじめや学力低

下の原因になっているので、青少年問題協議会として、使用する時間の基準を決めてはどうかと提

案して来ました。区長始め多くの方の賛同を得られたと思いました。教育委員会としても、例えば、

午後１０時から午前６時まで不要なメールをしない等の基準を作成できないだろうかと思いました。

墨田区全体は無理だとしても、指導室経由で校長会に、生涯学習課経由でＰＴＡや青少年育成委員

会等へ知らせて、少しずつ広げていくのは可能ではないかと思います。そうすれば、ネットいじめ

の問題にも対応するし、学力低下問題の対応にもなると思います。 
○ 坂根委員 賛成です。携帯電話ではないスマホの弊害について、学校内の授業中禁止というだけの

問題ではないと思います。入学シーズンの今、保護者が買い与える機会が増えるので、できるだけ

早い方がいいと思います。また、日本のフィルタリングは他国と比較して弱いと聞いているので、

危機感を持っていただきたいと思います。学校内の実際のいじめは見えるところもありますが、Ｌ

ＩＮＥというのは保護者も先生も見えないので、そこで陰湿ないじめが始まっていることがあると



思います。学校も教育委員会も危機感を持つ必要があると思います。 
○ 教育長 禁止というのは難しいと思います。キャンペーンも周りと調整していく必要があります。

学校の生活指導やＰＴＡと協力していくことが必要だと思います。その前提として、携帯電話会社

に講演会等を依頼するとかして、大人たちがスマホやＬＩＮＥについて理解していく必要があると

思います。それを窓口に、運動やキャンペーンをして、最後には子どもたちにいけないという意識

を持たせられるようにしていけたらと思います。 
○ 坂根委員 私は、禁止することが大事だと思います。大人たちがインターネットの世界を技術面に

ついて良くしらなくても、人としての倫理観や判断力を教えていくことはできると思います。よく

分からないから教えられないと自信をなくす必要はないと思います。 
○ 阿部委員 賛成です。どうやって盛り上げていくか等よく計画を練らないと、かけ声だけで終わっ

てしまうと思います。 
○ 横井委員長 私が一番心配しているのは、真面目な子です。今は来たときにすぐ返さないといじめ

につながってしまうことがあります。建前があれば断りやすいと思います。元々墨田区は「早寝、

早起き、朝ご飯運動」をしています。理想的には８時間睡眠が必要だと言われています。だとすれ

ば、午後１０時から午前６時は本来睡眠時間だということで進めていくことはできるはずです。何

もしなければ、何も始まりません。睡眠不足で授業に集中できなくて、学力低下につながっていく

ということもあると思います。何らかの基準みたいなものを考えていただきたいと思います。 
○ 坂根委員 教師や保護者からの視線だけではなく、高校生や大学生の意見も取り入れていけば、よ

り良いものができると思います。 
 
○ 横井委員長  以上で、教育委員会を終了いたします。 
 


